
【通所介護事業所の算定区分（規模）の確認について】【通所介護事業所の算定区分（規模）の確認について】【通所介護事業所の算定区分（規模）の確認について】【通所介護事業所の算定区分（規模）の確認について】    

 

 

・通所介護事業者は、毎年３月に事業所規模算定区分の確認を行う必要があります。 

 

 

〔対象となる事業所〕〔対象となる事業所〕〔対象となる事業所〕〔対象となる事業所〕    

令和６年４月１日以降も引き続き事業を実施する事業所 

（地域密着型通所介護事業所を除く） 

 

〔確認方法等〕〔確認方法等〕〔確認方法等〕〔確認方法等〕    

通所介護算定区分確認表により事業所規模を確認し、現在、届け出ている事業所規模と変わる場合は、

　 令和６年３月１５日（金）（必着）までに変更届を提出してください（郵送）（郵送）（郵送）（郵送）。 

なお、変更のない場合は届出不要です。なお、変更のない場合は届出不要です。なお、変更のない場合は届出不要です。なお、変更のない場合は届出不要です。    

 

〔必要提出書類〕（①～⑤）〔必要提出書類〕（①～⑤）〔必要提出書類〕（①～⑤）〔必要提出書類〕（①～⑤）    

①事業所①事業所①事業所①事業所規模に係る変更届連絡票規模に係る変更届連絡票規模に係る変更届連絡票規模に係る変更届連絡票    

②②②②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）    

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（参考様式）③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（参考様式）③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（参考様式）③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

・通所介護 

④通所介護算定区分確認表④通所介護算定区分確認表④通所介護算定区分確認表④通所介護算定区分確認表    

※通所介護の指定（又は再開）時期に応じて計算方法が 

（ア）、（イ）の２パターンあります。いずれかの該当する算出方法を用いて計算してください。 

（ア）令和６年４月１日現在、事業実績が６か月以上ある事業実績が６か月以上ある事業実績が６か月以上ある事業実績が６か月以上ある事業所用 

（令和５年１０月１日以前に指定を受けた（又は事業を再開した）場合） 

（イ）令和６年４月１日現在、事業実績が６か月に満たない事業実績が６か月に満たない事業実績が６か月に満たない事業実績が６か月に満たない事業所用 

 （令和５年１０月２日以降に指定を受けた（又は事業を再開した）場合） 

⑤返信用定型封筒（８４円切手貼付）                                                                      

 ※受け付けた変更届については収受印を押印した変更届受付票をお送りします。 

返送先を記入のうえ、８４円切手を貼付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔注意〕〔注意〕〔注意〕〔注意〕    

１．他の変更がある場合は、別途、事前連絡のうえ届け出てください。

〔提出先〕〔提出先〕〔提出先〕〔提出先〕    

〒〒〒〒562562562562----0000000014141414    

箕面市萱野箕面市萱野箕面市萱野箕面市萱野 5555----8888----1111    箕面市立総合保健福祉センター箕面市立総合保健福祉センター箕面市立総合保健福祉センター箕面市立総合保健福祉センター    

広域福祉課広域福祉課広域福祉課広域福祉課    

規模の変更届規模の変更届規模の変更届規模の変更届((((郵送担当郵送担当郵送担当郵送担当))))あてあてあてあて    


